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報告第４９号 

 

 

   国民健康保険事業の取扱いについて 

 

 国民健康保険事業の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年６月２３日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



　国民健康保険事業の取扱い

　○一日人間ドック 　○一日人間ドック 　○一日人間ドック
事業

　【調整方針】
　　　対象者　　　1年以上国民健康保険に加入 　　　対象者　　　国民健康保険に加入している者

　　　　一日人間ドック事業については、合併時に再編
　　　　　　　　　している者

　　 統一し、自己負担額については、新市に

　　　年齢制限　　40歳以上70歳未満 　　　年齢制限　　35歳以上70歳未満      おいて速やかに再編調整する。

　　　自己負担額　10,000円 　　　自己負担額　4,000円 　【調整結果】

　　　　　　　　　11,000円（併せて子宮ガン 　　　　　　　　　5,000円（併せて子宮ガン検診 　　　対象者　　　国民健康保険に加入している者

　　　　　　　　　　　　　　検診を受ける場合） 　　　　　　　　　　　　　を受ける場合）
　　　年齢制限　　35歳以上70歳未満

　　　委託先　　　三豊総合病院 　　　委託先　　　三豊総合病院 　　　委託先　　　三豊総合病院

　　　　　 香川県総合検診協会

国民健康保険運営 　○国民健康保険運営協議会 　○国民健康保険運営協議会 　○国民健康保険運営協議会 　○国民健康保険運営協議会
協議会

　【調整方針】
　　・委員構成 　　・委員構成 　　・委員構成

　　　　国民健康保険運営協議会については、合併時に
　　　　被保険者を代表する委員 　　　　被保険者を代表する委員 　　　　被保険者を代表する委員

5人 4人 3人 　　 再編統一する。

　　　　保険医又は保険薬剤師を代表する委員 　　　　保険医又は保険薬剤師を代表する委員 　　　　保険医又は保険薬剤師を代表する委員
5人 4人 3人 　【調整結果】

　　　　公益を代表する委員 　　　　公益を代表する委員 　　　　公益を代表する委員 　　・委員構成
5人 4人 3人

　　　　被保険者を代表する委員
　　　　被用者保険等保険者を代表する委員 5人

　　　　 2人

　　　　保険医又は保険薬剤師を代表する委員
　　　　合　　　計 　　　　合　　　計 　　　　合　　　計 5人

17人 12人 9人

　　　　公益を代表する委員
5人

　　・活動状況 　　・活動状況 　　・活動状況
　　　　被用者保険等保険者を代表する委員

　　　　定例会　年1回（2月）、その他必要が 　　　　定例会　年2回（2月、6月） 　　　　定例会　年2回（2月、6月） 　　　　 2人

　　　　　　 あるとき 　　　　視察研修（隔年） 　　　　合　　　計
17人

　　・活動状況

　　　　定例会　年1回（2月）、その他必要が

　　　　　　 あるとき
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報 告 第 4 9 号

調 整 結 果事 務 事 業 名 観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

国民健康保険保健




